
 
 

袖 ケ 浦 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 届 出 制 度 に 関 す る 要

綱  

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、パ ー ト ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 届 出

に 関 し 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ り 、性 別 等 に か か わ ら ず 、す

べ て の 人 権 が 尊 重 さ れ 、一 人 ひ と り が 自 分 ら し く 生 き る こ と が で

き る 社 会 の 実 現 を 目 指 す こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お い て 、次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、当 該

各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

(1)  パ ー ト ナ ー シ ッ プ  互 い を 人 生 の パ ー ト ナ ー と し 、 日 常 生

活 に お い て 経 済 面 、生 活 面 又 は 精 神 面 で 互 い に 協 力 し 合 う こ と

を 約 束 し た 双 方 に 係 る 社 会 生 活 関 係 を い う 。  

(2)  フ ァ ミ リ ー シ ッ プ  パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 関 係 に あ る 者 が 双

方 又 は 一 方 に 子 又 は 親 そ の 他 市 長 が 認 め る 者（ 以 下「 子 又 は 親

等 」と い う 。）を 含 め 、家 族 と し て 日 常 生 活 に お い て 相 互 に 協 力

し 合 う こ と を 約 束 し た 社 会 生 活 関 係 を い う 。  

（ 届 出 対 象 者 の 要 件 ）  

第 ３ 条  パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 届 出 を す る こ と が で き る 者 は 、届 出 を

し よ う と す る 日 に お い て 、次 の 各 号 の い ず れ に も 該 当 す る も の と

す る 。  

(1) 双 方 が 民 法（ 明 治 ２ ９ 年 法 律 第 ８ ９ 号 ）第 ４ 条 に 規 定 す る 成

年 に 達 し て い る 者 で あ る こ と 。  

(2) 次 の い ず れ か に 該 当 す る 者 で あ る こ と 。  

ア  双 方 又 は 一 方 が 市 内 に 住 所 を 有 し 、か つ 、本 市 の 住 民 基 本

台 帳 に 記 録 さ れ て い る こ と 。  

イ  双 方 又 は 一 方 が パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 届 出 を し よ う と す る

日 か ら ３ 月 以 内 に 本 市 へ の 転 入 を 予 定 し て い る こ と 。  



 
 

(3) 現 に 婚 姻 し て い な い 者 で あ る こ と 。  

(4)  届 出 を し よ う と す る 者 以 外 の 者 と 事 実 上 婚 姻 と 同 様 の 関 係

に な い こ と 。  

(5)  届 出 を し よ う と す る 者 以 外 の 者 と パ ー ト ナ ー シ ッ プ が 形 成

さ れ て い な い 者 で あ る こ と 。  

(6)  民 法 第 ７ ３ ４ 条 か ら 第 ７ ３ ６ 条 ま で の 規 定 に よ り 婚 姻 を す

る こ と が で き な い と さ れ て い る 関 係 に な い こ と 。た だ し 、養 親

子 間 の う ち 、 同 性 間 で パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 関 係 に あ る 場 合 は 、

こ の 限 り で な い 。  

２  フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 届 出 を す る こ と が で き る 者 は 、パ ー ト ナ ー

シ ッ プ の 届 出 を す る こ と が で き る 者 又 は 当 該 届 出 が 受 理 さ れ た

者 で 、 双 方 又 は 一 方 に フ ァ ミ リ ー シ ッ プ を 形 成 す る 子 又 は 親 等

（ 満 １ ５ 歳 以 上 の 者 に あ っ て は 、フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 届 出 を す る

こ と に 同 意 し て い る 者 に 限 る 。） が い る も の と す る 。  

（ 届 出 の 方 法 ）  

第 ４ 条  パ ー ト ナ ー シ ッ プ 又 は フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 届 出 を し よ う

と す る 者 は 、袖 ケ 浦 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 届 出

書（ 様 式 第 １ 号 。以 下「 届 出 書 」と い う 。）に 、連 署 に よ り 必 要 事

項 を 記 入 の 上 、次 に 掲 げ る 書 類 を 添 え 、市 長 に 提 出 し な け れ ば な

ら な い 。た だ し 、届 出 を し よ う と す る 者 が 自 ら 署 名 で き な い 時 は 、

当 該 届 出 を し よ う と す る 者 以 外 の 者 に 代 筆 さ せ る こ と が で き る 。 

(1)  届 出 書 に 記 載 す る 全 て の 者 の 住 民 票 の 写 し （ 届 出 を す る 日

前 ３ 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の に 限 る 。）  

(2)  届 出 を し よ う と す る 者 の 双 方 が 市 内 に 住 所 を 有 し て い な い

と き は 、市 内 に 転 入 す る こ と を 予 定 し て い る 事 実 を 確 認 す る こ

と が で き る 書 類  

(3)  戸 籍 全 部 事 項 証 明 書 、 婚 姻 要 件 具 備 証 明 書 そ の 他 民 法 の 規

定 に 基 づ き 婚 姻 を す る こ と が で き る こ と を 証 す る 書 類（ 届 出 を



 
 

す る 日 前 ３ 月 以 内 に 発 行 さ れ た も の に 限 る 。）  

(4)  届 出 を し よ う と す る 者 の 双 方 又 は 一 方 が 外 国 籍 で あ る 場 合

は 、前 号 に 規 定 す る 書 類 に 代 わ り 、次 に 掲 げ る い ず れ か の 書 類  

ア  外 国 の 官 憲（ 在 日 本 大 使 館 等 ）の 発 行 す る 婚 姻 要 件 具 備 証

明 書 又 は 独 身 証 明 書 及 び 当 該 書 類 に 係 る 日 本 語 の 翻 訳 文  

イ  ア に 規 定 す る 書 類 の 取 得 が 困 難 な 場 合 は 、そ の 理 由 及 び 婚

姻 要 件 を 具 備 す る 旨 を 記 入 し た 申 述 書  

(5)  フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 届 出 を し よ う と す る 者 に あ っ て は 、 子

又 は 親 等 が 双 方 又 は 一 方 の 子 又 は 親 等 で あ る こ と を 証 明 す る

書 類  

(6) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

２  前 項 た だ し 書 の 規 定 は 、第 ７ 条 第 １ 項 及 び 第 ８ 条 第 １ 項 に 規 定

す る 申 請 に 準 用 す る 。  

３  第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 っ た 者（ 以 下「 届 出 者 」と い う 。）

が 、い ず れ も 本 市 に 住 所 を 有 し て い な い と き は 、転 入 し た 日 か ら

１ ４ 日 以 内 に 、 同 項 第 １ 号 の 書 類 を 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が あ っ た と き は 、当 該 届 出 を

行 う 者 に 、 次 の 各 号 の い ず れ か の 書 類 を 提 示 さ せ る こ と に よ り 、

本 人 確 認 を 行 う も の と す る 。  

(1)  行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 号 の 利 用

等 に 関 す る 法 律（ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 ２ ７ 号 ）第 ２ 条 第 ７ 項 に 規

定 す る 個 人 番 号 カ ー ド  

(2) 旅 券 法（ 昭 和 ２ ６ 年 法 律 第 ２ ６ ７ 号 ）第 ２ 条 第 ２ 号 に 掲 げ る

一 般 旅 券  

(3) 道 路 交 通 法（ 昭 和 ３ ５ 年 法 律 第 １ ０ ５ 号 ）第 ９ ２ 条 第 １ 項 に

規 定 す る 運 転 免 許 証  

(4) 前 ３ 号 に 掲 げ る も の の ほ か 、官 公 署 が 発 行 し た 免 許 証 、許 可

証 又 は 登 録 証 明 書 で あ っ て 、 本 人 の 顔 写 真 が 貼 付 さ れ た も の  



 
 

(5) そ の 他 市 長 が 適 当 と 認 め る 書 類  

（ 通 称 名 の 使 用 ）  

第 ５ 条  パ ー ト ナ ー シ ッ プ の 届 出 を し よ う と す る 者 は 、当 該 届 出 に

お い て 、氏 名 以 外 の 呼 称 で あ っ て 、社 会 生 活 上 日 常 的 に 使 用 し て

い る 氏 名（ 以 下「 通 称 名 」と い う 。）の 使 用 を 希 望 す る 場 合 は 、戸

籍 上 の 氏 名 と の 併 記 に よ り 通 称 名 を 使 用 す る こ と が で き る も の

と す る 。  

２  市 長 は 、届 出 者 が 通 称 名 の 使 用 を 希 望 す る と き は 、証 明 カ ー ド

に 表 示 す る 氏 名 に 通 称 名 を 使 用 す る こ と が で き る 。  

（ 証 明 カ ー ド 等 の 交 付 ）  

第 ６ 条  市 長 は 、 第 ４ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 届 出 が な さ れ た と き 、

提 出 さ れ た 届 出 書 及 び 同 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 を 確 認 の 上 、第 ３ 条

第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 全 て の 要 件 を 満 た し て い る と 認 め る と き は 、

当 該 届 出 者 に 対 し 、袖 ケ 浦 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ リ ー シ ッ

プ 届 出 証 明 カ ー ド（ 様 式 第 ２ 号 。以 下「 証 明 カ ー ド 」と い う 。）の

交 付 を 行 う も の と す る 。た だ し 、届 出 者 が 、い ず れ も 本 市 に 住 所

を 有 し て い な い と き は 、袖 ケ 浦 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ リ ー

シ ッ プ 転 入 予 定 受 付 票（ 様 式 第 ３ 号 。以 下「 受 付 票 」と い う 。）を

交 付 す る も の と す る 。  

２  市 長 は 、前 項 た だ し 書 の 規 定 に よ り 受 付 票 の 交 付 を 受 け た 者 か

ら 、第 ４ 条 第 １ 項 第 １ 号 に 規 定 す る 書 類 及 び 当 該 受 付 票 が 提 出 さ

れ た と き は 、同 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 本 人 確 認 を 行 っ た 上 で 、証 明

カ ー ド を 交 付 す る も の と す る 。  

（ 証 明 カ ー ド の 再 交 付 ）  

第 ７ 条  前 条 の 規 定 に よ り 証 明 カ ー ド の 交 付 を 受 け た 者 は 、次 の 各

号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、袖 ケ 浦 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ・フ

ァ ミ リ ー シ ッ プ 届 出 証 明 カ ー ド 再 交 付 申 請 書（ 様 式 第 ４ 号 。以 下

「 再 交 付 申 請 書 」と い う 。）に よ り 、市 長 に 証 明 カ ー ド の 再 交 付 を



 
 

申 請 す る こ と が で き る 。こ の 場 合 に お い て 、第 ２ 号 に 該 当 す る と

き は 、 既 に 交 付 さ れ た 証 明 カ ー ド を 本 市 に 返 還 す る も の と す る 。 

(1) 証 明 カ ー ド の 紛 失  

(2) 証 明 カ ー ド の 毀 損 又 は 汚 損  

２  再 交 付 申 請 書 に は 、次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 に 応 じ 、そ れ ぞ れ 当

該 各 号 に 定 め る 書 類 を 添 付 す る も の と す る 。た だ し 、前 項 第 １ 号

に 該 当 し 届 出 を し た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て ３ 月 以 内 に 再 交 付 申

請 書 を 提 出 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

(1)  前 項 第 １ 号 に 掲 げ る 事 項 を 理 由 と す る 場 合  第 ４ 条 第 １ 項

各 号 に 掲 げ る 書 類  

(2)  前 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 事 項 を 理 由 と す る 場 合  再 交 付 を 希 望

す る 者 に 係 る 交 付 済 の 証 明 カ ー ド  

３  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ る 再 交 付 申 請 書 の 提 出 が あ っ た と き

は 、第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 本 人 確 認 を 行 っ た 上 で 、証 明 カ ー ド

を 再 交 付 す る も の と す る 。  

（ 届 出 書 記 載 事 項 等 の 変 更 ）  

第 ８ 条  届 出 者 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、袖 ケ 浦

市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 届 出 内 容・記 載 事 項 変 更

届 兼 再 交 付 申 請 書（ 様 式 第 ５ 号 。以 下「 記 載 事 項 変 更 届 兼 再 交 付

申 請 書 」と い う 。）を 市 長 に 提 出 す る こ と に よ り 、パ ー ト ナ ー シ ッ

プ・フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 届 出 に お け る 届 出 書 の 内 容 又 は 届 出 書 の

記 載 事 項 を 変 更 し な け れ ば な ら な い 。  

(1) 届 出 書 に 記 載 さ れ た 子 又 は 親 等 の 氏 名 を 削 除 す る と き 。  

(2) 届 出 書 に 記 載 さ れ た 子 又 は 親 等 の い ず れ か が 死 亡 し た と き 。 

(3) 届 出 書 か ら パ ー ト ナ ー の 氏 名 を 削 除 す る と き 。  

(4)  届 出 書 に 記 載 さ れ た 者 の い ず れ か に 氏 名 又 は 通 称 名 の 変 更

が あ っ た と き 。  

(5) フ ァ ミ リ ー シ ッ プ を 形 成 す る 者 の 人 数 に 変 更 が あ っ た と き 。 



 
 

(6)  届 出 書 に 記 載 さ れ た 者 の 一 方 又 は 双 方 が 市 内 に 転 入 し た 、

又 は 市 内 で 転 居 し た と き 。  

２  記 載 事 項 変 更 届 兼 再 交 付 申 請 書 に は 、次 に 掲 げ る 書 類 を 添 付 す

る も の と す る 。  

(1) 前 項 第 ４ 号 の う ち 、氏 名 の 変 更 が あ っ た と き は 、氏 名 の 変 更

が あ っ た 者 の 戸 籍 全 部 事 項 証 明 書 又 は 戸 籍 個 人 事 項 証 明 書（ 氏

名 の 変 更 が あ っ た 者 が 外 国 籍 で あ る 場 合 は 住 民 票 の 写 し ）  

(2)  前 項 第 ６ 号 に 該 当 す る と き は 、 転 入 又 は 転 居 し た 者 の 住 民

票 の 写 し  

３  市 長 は 、第 １ 項 第 １ 号 か ら 第 ５ 号 ま で の 理 由 に よ り 記 載 事 項 変

更 届 兼 再 交 付 申 請 書 の 提 出 を 受 け た 場 合 は 、第 ４ 条 第 ４ 項 に 規 定

す る 本 人 確 認 を 行 っ た 上 で 、証 明 カ ー ド を 再 交 付 す る も の と す る 。 

（ 証 明 カ ー ド の 返 還 ）  

第 ９ 条  届 出 者 は 、第 ７ 条 第 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、次 の 各 号 の

い ず れ か に 該 当 す る に 至 っ た と き は 、 袖 ケ 浦 市 パ ー ト ナ ー シ ッ

プ・フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 届 出 証 明 カ ー ド 返 還 届（ 様 式 第 ６ 号 。以 下

「 返 還 届 」と い う 。）を 市 長 に 提 出 し 、既 に 交 付 を 受 け た 証 明 カ ー

ド を 返 還 し な け れ ば な ら な い 。た だ し 、第 １ 号 及 び 第 ２ 号 に 該 当

す る 場 合 で あ っ て 、届 出 書 に 記 載 さ れ て い る 届 出 者 の う ち 一 方 及

び 子 又 は 親 等 の 同 意 に よ り 、引 き 続 き フ ァ ミ リ ー シ ッ プ の 継 続 を

希 望 す る 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

(1) パ ー ト ナ ー シ ッ プ を 解 消 し た と き 。  

(2) 届 出 者 の 一 方 が 死 亡 し た と き 。  

(3) 第 ３ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た さ な く な っ た と き 。  

（ 届 出 の 無 効 ）  

第 １ ０ 条  次 の い ず れ か に 該 当 す る こ と が 判 明 し た 場 合 は 、届 出 を

無 効 と す る 。た だ し 、第 ３ 号 に 該 当 す る 場 合 に あ っ て は 、当 該 事

実 が 発 生 し た 日 以 降 無 効 と す る 。  



 
 

(1)  偽 り そ の 他 不 正 な 手 段 に よ り 証 明 カ ー ド の 交 付 を 受 け た と

き 。  

(2) 証 明 カ ー ド を 不 正 に 利 用 し た と き 。  

(3)  第 ３ 条 各 号 に 掲 げ る 要 件 を 満 た さ な く な っ た と 認 め ら れ る

と き 。  

２  市 長 は 、無 効 な 届 出 に 係 る 届 出 者 に 対 し て 交 付 し た 証 明 カ ー ド

が あ る 場 合 は 、当 該 届 出 者 に 対 し 、そ の 返 還 を 求 め る も の と す る 。 

３  市 長 は 、必 要 が あ る と 認 め る と き は 、無 効 と し た 証 明 カ ー ド の

交 付 番 号 （ 証 明 カ ー ド ご と に 付 与 さ れ た 番 号 を い う 。） を 公 表 す

る こ と が で き る 。  

（ 届 出 書 の 保 存 ）  

第 １ １ 条  市 長 は 、届 出 書 等 関 係 書 類 を ２ ０ 年 間 保 存 す る も の と す

る 。  

（ 氏 名 の 削 除 ）  

第 １ ２ 条  証 明 カ ー ド に 氏 名 を 記 載 さ れ た 子（ 以 下「 記 載 さ れ た 子 」

と い う 。）は 、満 １ ５ 歳 に 達 し た 日 以 降 に 、市 長 に 袖 ケ 浦 市 パ ー ト

ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 届 出 書 等 に 関 す る 申 立 書（ 様 式 第

７ 号 。以 下「 申 立 書 」と い う 。）を 提 出 す る こ と に よ り 、当 該 記 載

さ れ た 子 に 係 る 証 明 カ ー ド か ら 氏 名 を 削 除 す る よ う 申 し 立 て る

こ と が で き る 。  

２  市 長 は 、前 項 の 規 定 に よ り 申 立 書 が 提 出 さ れ た と き は 、届 出 者

に 対 し て 、記 載 さ れ た 子 の 氏 名 を 削 除 し た 証 明 カ ー ド を 交 付 す る

こ と が で き る 。  

（ 届 出 書 等 の 趣 旨 に 則 っ た 施 策 の 実 施 ）  

第 １ ３ 条  市 長 は 、 届 出 書 及 び 交 付 し た 証 明 カ ー ド の 趣 旨 に 則 り 、

必 要 な 施 策 を 実 施 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 市 民 及 び 事 業 者 へ の 周 知 ）  

第 １ ４ 条  市 長 は 、こ の 要 綱 に 基 づ く パ ー ト ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ リ



 
 

ー シ ッ プ の 制 度 及 び そ の 趣 旨 が 市 民 及 び 事 業 者 に 理 解 さ れ 、社 会

活 動 の 中 で 最 大 限 に 尊 重 さ れ る こ と に よ り 、届 出 者 に 対 す る 対 応

が 公 平 か つ 適 切 に 行 わ れ る よ う 、周 知 啓 発 に 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

（ 協 定 に よ る 手 続 ）  

第 １ ５ 条  第 ４ 条 及 び 第 ６ 条 第 １ 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、本 市 が パ

ー ト ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ リ ー シ ッ プ 制 度 に 係 る 都 市 間 連 携 に 関 す

る 協 定（ 以 下「 協 定 」と い う 。）を 締 結 し た 他 の 地 方 公 共 団 体（ 以

下「 協 定 締 結 都 市 」と い う 。）に お い て 、証 明 カ ー ド に 準 じ る 証 明

書（ 以 下「 証 明 カ ー ド 類 似 証 明 書 」と い う 。）の 交 付 を 受 け て い る

者 が 本 市 に 転 入 す る 場 合 は 、袖 ケ 浦 市 パ ー ト ナ ー シ ッ プ・フ ァ ミ

リ ー シ ッ プ 継 続 届 出 書（ 様 式 第 ８ 号 ）に 証 明 カ ー ド 類 似 証 明 書 及

び 住 民 票 の 写 し 等 転 入 し た こ と を 証 明 す る 書 類 を 添 え て 市 長 に

提 出 す る こ と に よ り 、 証 明 カ ー ド の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 。

た だ し 、当 該 者 が 第 ３ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 事 項 の い ず れ か を 満

た さ な い 場 合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

２  前 項 本 文 の 場 合 に お い て は 、第 ４ 条 第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 を

準 用 す る 。  

３  市 長 は 、第 １ 項 の 規 定 に よ り 証 明 カ ー ド を 交 付 し た と き は 、当

該 証 明 カ ー ド の 交 付 を 受 け た 者 の 同 意 を 得 た 上 で 、当 該 者 の 転 入

前 の 協 定 締 結 都 市 に 対 し 、証 明 カ ー ド を 交 付 し た 事 実 を 通 知 す る

も の と す る 。  

４  第 ９ 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、本 市 か ら 協 定 締 結 都 市 に 転 出 し た

者 が 、当 該 協 定 締 結 都 市 に お い て 協 定 に 基 づ く 手 続 を 行 い 、当 該

協 定 締 結 都 市 か ら そ の 事 実 の 通 知 が あ っ た 場 合 は 、同 条 の 規 定 に

よ る 返 還 を 省 略 す る こ と が で き る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 要 綱 の 施 行 に 関 し 必



 
 

要 な 事 項 は 、 市 長 が 別 に 定 め る 。  

附  則  

こ の 告 示 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  



様式第１号（第４条関係） 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書 

 

年  月  日 

 

袖ケ浦市長  様 

 

私達は、袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第４

条第１項の規定により、次に掲げる事項を届け出ます。 

また、この届出内容確認のため、市が私達の住民基本台帳を閲覧することに同意し

ます。 

 届出者 

フリガナ   

氏  名   

フリガナ   

通称名(※１)   

生年月日 年  月  日 年  月  日 

住  所   

電話番号   

 

 ファミリーシップ対象者(※２) 

フリガナ   

氏  名   

子又は親等 □子／□親／□その他市長が認める者 □子／□親／□その他市長が認める者 

生年月日 年  月  日 年  月  日 

住  所   

※１ 通称名は、使用を希望する方のみ記入してください。 

※２ ファミリーシップ対象者がいる場合には、記入することができます。 

なお、満１５歳以上の方は本人が自署してください。 

※裏面も御記入ください。 



届出に当たり、次に掲げる事項について、必ずお二人で確認してください。 

確認事項 確認事項（該当項目に「✓」を付してください。） 

関係性 パートナーシップ又はパートナーシップ及びファミリーシップを形成する意

思があること。 

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において

経済面、生活面又は精神面で互いに協力し合うことを約束した双方に係

る社会生活関係をいう。 

(2) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある者が双方又は一

方に子又は親等を含め、家族として日常生活において相互に協力し合う

ことを約束した社会生活関係をいう。 

□ 

年齢要件 双方が民法第４条に規定する成年に達している者であること。 □ 

住所等要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 

(1) 双方又は一方が市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録

されていること。 
(2) 双方又は一方がパートナーシップの届出をしようとする日から３か

月以内に本市への転入を予定していること。 

□ 

配偶者等の

有無 

現に婚姻していない者であること。 □ 

届出をしようとする者以外の者と事実上婚姻と同様の関係にないこと。 □ 

届出をしようとする者以外の者とのパートナーシップが形成されていない者

であること。 
□ 

近親者等の

確認 

民法第７３４条から第７３６条までの規定により婚姻をすることができない

とされている関係にないこと。 

□ 

 

この制度は法律上の効力が生じるものではないため、法令に基づき実施している行政サー

ビス等については、婚姻関係と同等の対応を保障するものではないことを承知しています。 

□ 

 

遵守事項 内容（内容を御理解いただけたら「✓」を付してください。） 

証明カード

の再交付 

紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、袖ケ浦市パ

ートナーシップ・ファミリーシップ届出証明書等再交付申請書を提出するこ

と。また、証明カードの再交付を受けた後において、紛失した証明カードを

発見したときは、速やかに発見した証明カードを返還すること。 

□ 

証明カード

の返還 

パートナーシップを解消したとき、又は市内居住要件を満たさなくなったと

き等は、返還届に証明カードを添付し返還すること。 

□ 

届出の無効 

 

次に掲げる場合で、市長が証明カードを無効としたときは、当該証明カード

を返還しなければならないこと。 

(1) 偽りその他不正な手段により証明カードの交付を受けたとき。 

(2) 証明カードを不正に利用したとき。 

(3) 第３条各号に掲げる要件を満たさなくなったと認められるとき。 

□ 

 

※処理欄（記入しないでください。） 

本人確認

書類 

□個人番号カード □旅券 

□運転免許証 

□官公署発行免許証等（      ） 

□その他（            ） 

□個人番号カード □旅券 

□運転免許証 

□官公署発行免許証等（     ） 

□その他（           ） 
 



様式第２号（第６条関係） 

（表） 

【第    号】

年  月  日 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明カード 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第６条

の規定により、 パートナーシップ・ファミリーシップ届出書を受理したこと

を証明します。 

(本人) 

               様 

年  月  日生 

(パートナー) 

               様 

年  月  日生 

袖ケ浦市長     印  

（裏） 

この証明カードは、法律上の効果を生じるものではありませんが、人生のパ

ートナーや家族として協力して暮らしていくことを市に届出されたことを証

明するものです。 

届出証明カードの提示を受けた方は、上記趣旨を十分にご理解くださいます

ようお願いいたします。 

この制度を利用する方の性のあり方（性的指向、性自認等）やこの制度を利

用していることについて、本人の同意なく口外しないようお願いします。 

戸籍上の氏名(※通称名使用の場合) 

(本人)            様 

 

(パートナー)         様 

ファミリーシップ対象者 

    様 

年  月  日生 

ファミリーシップ対象者 

   様 

年  月 日生 

 



様式第３号（第６条関係） 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ転入予定受付票 

 

(届出者) 

氏名（通称名）        様 氏名（通称名）        様 

住所              住所              

生年月日            生年月日            

 

以下のとおり、袖ケ浦市市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関

する要綱第６条第１項ただし書の規定により、届出を受け付けたことを証明しま

す。 

 

年  月  日 

袖ケ浦市長     印  

 

届出番 号 第  号 

転入予定日  

 

１ 転入した日から１４日以内に、双方が袖ケ浦市へ転入したことを証明する住

民票の写し等を提出ください。本票と引換えに「袖ケ浦市パートナーシップ・

ファミリーシップ届出証明カード」をお渡しします。 

２ 転入をした日から１４日以内に住民票の写しを提出しないとき、又は相当の

期間を経過してもなお市内に転入をしていないことが明らかであるときは、袖

ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第３条第１

項第２号に規定する要件を欠くものとして取り扱い、提出書類一式をお返しし

ます。 

※期限内の提出が困難な場合は、御連絡ください。  



様式第４号（第７条関係） 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明カード再交付申請書 

 

年  月  日 

袖ケ浦市長  様 

 

届出者 氏 名 

（通称名） 

住 所 

電話番号 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する要綱第７条の規

定により、次のとおり申請します。 

交 付 番 号 第     号 

再交付を必要 

とする理由 

□紛失 □毀損 □汚損 

□その他(                 ) 

 

 

 

※処理欄（記入しないでください。） 

本人確

認書類 

□個人番号カード 

□旅券 

□運転免許証 

□官公署発行免許（    ） 

□その他（        ） 

□個人番号カード 

□旅券 

□運転免許証 

□官公署発行免許（    ） 

□その他（        ） 

 



様式第５号（第８条関係） 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ 

届出内容・記載事項変更届兼再交付申請書 

 

年 月 日 

 

袖ケ浦市長  様 

 

(届出者) 

氏  名             氏  名             

（通称名）            （通称名）            

住  所             住  所             

電話番 号             電話番 号             

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第８条の

規定により、次のとおり届け出ます。 

交付番 号  

届出年月日  

変更理 由  

変更内 容 変更前 変更後 

届出者 

フリガナ   

氏 名   

フリガナ   

通称名   

住 所   

電話番号   

ファミ

リーシ

ップ対

象者 

フリガナ   

氏 名   

生年月日   

住 所   

 

※処理欄（記入しないでください。） 

本人確

認書類 

□個人番号カード 

□旅券 

□運転免許証 

□官公署発行免許（    ） 

□その他（        ） 

□個人番号カード 

□旅券 

□運転免許証 

□官公署発行免許（    ） 

□その他（        ） 
 



様式第６号（第９条関係） 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出証明カード返還届 

 

年  月  日 

 

袖ケ浦市長  様 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第９条の

規定により、次のとおり届け出ます。 

 届出者 

フリガナ   

氏  名   

フリガナ   

通称名   

生年月日 年  月  日 年  月  日 

住  所   

電話番号   

返還理由 □パートナーシップを解消したため 

□届出者の一方が死亡したため 

□袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップの届出に関する

要綱第３条第１項各号に掲げる要件を満たさなくなったため 

(満たさなくなった要件：              ) 

 

※該当項目に「✓」を付してください。 

※返還理由が「届出者の一方が死亡したため」の場合は、一方

のみの記載としてください。 

 



様式第７号（第１２条関係） 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出書等に関する申立書 

 

年   月   日 

 

袖ケ浦市長  様 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第１２

条第１項の規定により、証明カードの記載事項から私の氏名を削除するよう申

し立てます。 

（申立人） 

フリガナ  

氏  名  

生年月日 年  月  日生（  歳） 

住  所  

電話番号  

※申立書とあわせて身分を確認できるものを御持参ください。 

（届出書の記載事項） 

交 付 番 号 第        号 

フリガナ   

氏  名   

(フリガナ)   

通称名   

生年月日 年  月  日生 年  月   日生 

住  所  

 



様式第８号（第１５条関係） 

 

袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ継続届出書 

 

年  月  日 

 

袖ケ浦市長  様 

 

私達は、袖ケ浦市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱第１

５条第１項に基づき、転入前の地方公共団体において証明カード類似証明書の交付を

受けたこと及び次に掲げる事項を届け出ます。 

また、この届出内容確認のため、市が私達の住民基本台帳を閲覧することに同意し

ます。 

 届出者 

フリガナ   

氏  名   

フリガナ   

通称名(※１)   

生年月日 年  月  日 年  月  日 

住  所   

電話番号   

 

 ファミリーシップ対象者(※２) 

フリガナ   

氏  名   

子又は親等 □子／□親／□その他市長が認める者 □子／□親／□その他市長が認める者 

生年月日 年  月  日 年  月  日 

住  所   

※１ 通称名は、使用を希望する方のみ記入してください。 

※２ ファミリーシップ対象者がいる場合には、記入することができます。 

なお、満１５歳以上の方は本人が自署してください。 

※裏面も御記入ください。 



届出に当たり、次に掲げる事項について、必ずお二人で確認してください。 

確認事項 確認事項（該当項目に「✓」を付してください。） 

関係性 パートナーシップ又はパートナーシップ及びファミリーシップを形成する意

思があること。 

(1) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において

経済面、生活面又は精神面で互いに協力し合うことを約束した双方に係

る社会生活関係をいう。 

(2) ファミリーシップ パートナーシップの関係にある者が双方又は一

方に子又は親等を含め、家族として日常生活において相互に協力し合う

ことを約束した社会生活関係をいう。 

□ 

年齢要件 双方が民法第４条に規定する成年に達している者であること。 □ 

住所等要件 次に掲げる要件のいずれかに該当すること。 

(1) 双方又は一方が市内に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録

されていること。 
(2) 双方又は一方がパートナーシップの届出をしようとする日から３か

月以内に本市への転入を予定していること。 

□ 

配偶者等の

有無 

現に婚姻していない者であること。 □ 

届出をしようとする者以外の者と事実上婚姻と同様の関係にないこと。 □ 

届出をしようとする者以外の者とのパートナーシップが形成されていない者

であること。 
□ 

近親者等の

確認 

民法第７３４条から第７３６条までの規定により婚姻をすることができない

とされている関係にないこと。 

□ 

 

この制度は法律上の効力が生じるものではないため、法令に基づき実施している行政サー

ビス等については、婚姻関係と同等の対応を保障するものではないことを承知しています。 

□ 

 

遵守事項 内容（内容を御理解いただけたら「✓」を付してください。） 

証明カード

の再交付 

紛失、毀損等の事情により証明書等の再交付を希望するときは、袖ケ浦市パ

ートナーシップ・ファミリーシップ届出証明書等再交付申請書を提出するこ

と。また、証明カードの再交付を受けた後において、紛失した証明カードを

発見したときは、速やかに発見した証明カードを返還すること。 

□ 

証明カード

の返還 

パートナーシップを解消したとき、又は市内居住要件を満たさなくなったと

き等は、返還届に証明カードを添付し返還すること。 

□ 

届出の無効 

 

次に掲げる場合で、市長が証明書等を無効としたときは、当該証明カードを

返還しなければならないこと。 

(1) 偽りその他不正な手段により証明カードの交付を受けたとき。 

(2) 証明カードを不正に利用したとき。 

(3) 第３条各号に掲げる要件を満たさなくなったと認められるとき。 

□ 

 

※処理欄（記入しないでください。） 

本人確認

書類 

□個人番号カード □旅券 

□運転免許証 

□官公署発行免許証等（      ） 

□その他（            ） 

□個人番号カード □旅券 

□運転免許証 

□官公署発行免許証等（     ） 

□その他（           ） 
 


